
京都市保健所運営協議会の委員及び部会員の選任に関する要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、京都市保健所運営協議会の委員及び部会員のうち市長が委嘱する者の選

任について、必要な事項を定める。 

 （運営協議会委員の委嘱等） 

第２条 京都市保健所運営協議会の委員は、保健所運営協議会の各部会において選出される代

表者その他保健所の運営に関し専門の知識を有する者を、市長が委嘱する。 

 （保健所運営協議会部会員の委嘱等） 

第３条 京都市保健所運営協議会の部会員のうち市長が委嘱する者は、次に掲げる者の中から、

部会が置かれる保健センターの長の内申に基づき、委嘱する。 

⑴ 医療関係団体代表 

⑵ 福祉関係団体代表 

⑶ 地域住民団体代表 

⑷ 学校保健関係者代表 

⑸ 職域保健関係者代表 

⑹ 学識経験者 

⑺ 利用者代表 

⑻ 警察機関・消防機関代表 

⑼ その他適当と認められる者 

２ 前項第７号による部会員は、京都市市民参加推進条例第８条第２項による公募により選任

するものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 

 （関係要綱の廃止） 

２ 京都市保健所運営協議会の委員に関する要綱は、廃止する。 

   附 則 

 この要綱は平成２３年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成３０年７月２０日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 


